
第３種郵便物認可 2020年８月17日（月）16

雇用調整助成金の支給申請について
国際物流総合研究所主任研究員／労務研究所NOZAKI代表 野崎 律博

なくされ、休業手当により雇用維持を
図っている会社が多い。そのような
会社は、雇用調整助成金を是非活用
していただきたい。
　助成金といえば、「受給する手続き
が大変なのでは？」と危惧される方も
多い。しかし今は、緊急事態というこ
ともあり手続きは簡素化されている。

（本文は7月27日時点の情報）。

バイトのみで、雇用保険被保険者が
一人もいない場合、緊急雇用安定助
成金という助成金を受けることがで
きる。中身については、雇用調整助
成金とほぼ同様である。
　第五の要件として、会社の休業日
数が一定以上あるかを求める要件（休
業規模要件）である。雇用調整助成
金は、判定基礎期間（後に解説）ごと
に支給申請を行うが、この期間内の
休業等日数が、一定日数以上ある場
合にのみ、受給が可能となる。具体的
には、判定基礎期間内の休業等日数
が、休業対象となる従業員全員の所
定労働日数を合計した日数の40分
の1（大企業は30分の1）以上であ
ることが求められる。例えば、従業員
が10人、月所定労働日数20日の場
合、分母となる所定労働延べ日数は、
10人×20日＝200日となる。200
日×0.025（40分の1）＝5日なの
で、従業員全員の休業日数（判断基
礎期間における）合計が、5日以上あ
れば受給要件に該当する。

　新型コロナウイルス感染症による
緊急事態宣言が解除され、一時は落
ち着いた感染者数だが、再び増加し
つつあり感染拡大が危惧されてい
る。新型コロナウイルス感染症が収
束する条件としていわれていること
は、日本人全体の7割の人が感染な
どを通じ抗体を所持するか、ワクチン
による抗体ができていることである。

　雇用調整助成金は、休業期間中に
従業員に対して賃金または休業手当
を支給した事業主に対する支援のた
めの助成金である。従って、第一の要
件として、休業手当については、労基
法で定める要件（平均賃金の60%）
以上支払っていることである。助成金
額はこの休業手当に対し、中小企業
は10割、大企業は4分の3が支給さ
れる。ただし、解雇がある場合、支給
乗率が減額される（中小企業は休業
手当の5分の4、大企業は3分の2）。
なお、支給金額には上限（1万5千
円）がある。
　第二の要件は、生産指数（売り上げ
など）が前年同月比で5%以上低下
していることである。よくご質問を受
けるのは「休業を開始した月は、売り
上げが下がっていないので、受給で
きない」などである。結論から申し上
げると、生産指標は売上高または生
産量などの事業活動を示す指標の最
近１カ月間の値で判断される。具体的
には、「①休業した月」「②休業した月
の前月」「③休業した月の前々月」の

現在、どれだけの人が抗体を有して
いるかは不明だが、最低でも1年弱
はウィズコロナを意識した経営を行う
ことが余儀なくされるだろう。
　現在、新型コロナウイルスの影響
により、事業活動の縮小で会社の売
り上げ減を引き起こしているケース
が多々見受けられる。これら経営難に
より、従業員の一部帰休などを余技

うち、いずれかの売上高が前年同月
比5%減となっていれば、要件に該
当することになる。また、生産指標と
は具体的には売上額となるが、その
他生産量など、雇用の変動と密接に
結びつく指標が含まれ、業種により個
別に判断される。
　第三の要件として、従業員を休業
させるにあたり、労使で休業協定を
締結することである。休業協定とは、
休業期間や対象となる従業員、休業
中の休業手当の額（支給率）などにつ
いて、あらかじめ労使で協定すること
だ。協定にあたっては、36協定など
と同様、使用者と労働者代表との間
で、書面により締結することになる。
　第四の要件として、助成金は雇用
保険被保険者が対象となる。法人は
一定の事業を除き、従業員数にかか
わりなく、雇用保険への加入が義務
付けられている。よって法的に加入
が義務化されているにもかかわらず、
未加入状態の場合は助成金を受ける
ことはできないので注意が必要だ。
　なお、法人であるが従業員がアル
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間の最終日の翌日から起算して2カ
月以内となっているが、判定基礎期
間の初日が1月24日～5月31日ま 
での申請期限は、特例により8月31
日まで延長された。従って、期間経過
であきらめることなく、制度活用され
ることをお勧めしたい。

に関する申出書の添付書類として、生 
産指標を示す書類が必要となる。具
体的には月ごとの売り上げが明らか
となる売上簿や収入簿、その他シス
テムより算出される帳票等である。
　会社によっては、複数の雇用保険
適用事業所番号を取得しているケー
スがあるが、原則として雇用調整助
成金はこれら番号ごとの請求単位と
なる。従って、複数の事業所番号の
場合、生産指標もこれら事業所ごと
に判断されることになる。よって雇用
保険適用事業所番号の取得状況がど
のようであるか確認する必要がある。
　ウィズコロナが叫ばれる中、われわ
れ物流事業者はじめ経営者、従業員の
皆さまはテレワークなど新たな働き方
や対応が求められている。助成金も活
用しつつ困難を乗り越えてゆきたい。

　新型コロナウイルス感染症に関す
る雇用調整助成金には、特例が設け
られている。
　特例措置の主なものは、①支給乗
率の引き上げ②上限額の引き上げ③
支給限度日数の特例であるが、特に
大きいのは③である。本来、雇用調
整助成金には支給限度日数が設けら

　 本来 の 雇用調整助成金支給申請
は、①休業計画書の提出②休業実施
③支給申請という段取りを踏まなく
てはいけないのだが、先に述べた緊
急対応期間について、①の手続きは
不要となった（ただし、計画届を提出
する際に提出する他の書類は、支給
申請時に提出必要）。つまり、適正に
休業協定が締結され、要件に該当す
る休業が実施されたのであれば、事
前手続きを経なくとも請求可能とい
うことになる。
　ちなみに「要件に該当する」休業と 
は、その人が一切の業務を伴わない
休業であったかということなどであ
る。例えば、従業員に休業を指示した
ものの、自宅でテレワークが行われ
ていたなどは対象外である。余談で
はあるが、助成金の支給を受けた場
合、後に当該会社に対し、行政の立ち
入り検査などが実施されることがあ
る。その際、不適切な休業による支
給申請が行われたことが発覚した場
合、助成金の返還はもちろんのこと、
企業名の公表など厳しい措置が行わ

れている（1年間に100日）。しかし
ながら、緊急対応期間中（2020年
4月1日～9月30日）の休業につい
て、支給限度日数とは別に支給を受
けることができる（上限の100日に
カウントされない）。
　また、助成金の支給申請書等の提
出期限について、本来は支給対象期

れることとなるので、十分に注意され
たい。
　支給申請は基本的に判定基礎期間
ごとに行う。判定基礎期間とは、賃金
計算期間（毎月の賃金の締め切り日
の翌日から、その次の締め切り日ま
での期間）と同様である。会社によっ
ては、従業員の部署や職種により、複
数の賃金計算期間が混在する場合も
あるが、その場合は最も多い従業員
の賃金計算期間を判定基礎期間とし
て申請する。
　なお、支給申請の書類だが、従業
員がおおむね20人以下の会社は、
簡易的な書式が用意されているの
で、ご活用いただきたい（休業協定
が別途添付不要など、手続きの簡素
化が行われている）。
　雇用適用事業所の事業活動の状況 

2   緊急対応期間について

3  支給申請手続きについて

　【略歴】（のざき・のりひろ）社会保険労務士。業務内容は助成金の手続代行、労働社会保険の手
続代行・就業規則、賃金規定等の構築、労務コンサルタントなど。総合健康保険組合に20年間勤務。
2012年5月に労務研究所NOZAKI（社会保険労務士事務所）起業。13年9月より国際物流総合
研究所主任研究員。静岡県出身。

●  新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について 
厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）」3頁目

●  支給申請に必要な書類（休業） 
厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）」4頁目
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